
令和５（2023）年５月号 　No.1686

その空き家、不不動産?
それとも負負動産!?

後回し、ダメ、ゼッタイ。

手遅れになる前に
空き家のプロにご相談ください

不不動産？ 負負動産？

Pick up!

P６
５月８日から変わります

新型コロナウイルス感染症の５類移行について

市報あまがさき電子版（抜粋版）を
配信中！ 多言語での表示・音声読み
上げも利用できます



本市は、周辺の市と比べても空き家の軒数が多く、空き家率も高い傾向にあります。空き家の状態が続くと建物の劣化が
どんどん進み、草木が茂るなど景観の悪化につながる恐れがあるとともに、不法投棄などを誘発する原因にもなります。
本市では建物のライフサイクルに合わせてさまざまな取り組みを行っています。空き家になる前に早めに備えましょう■問
住宅政策課☎ 6489 ー 6139■FAX 6489 ー 6597

売りたい！
　空き家は放置するほど価値が

下がり、税金や維持管理の費用

も掛かるため損をするといわれ

ています。手放す手段として、

解体やリフォームをせずに売却

できる場合があり、この場合解

体費用などが掛からないため、

空き家の持ち主の負担が小さく

なります。

　住まい・空き家に関する選択

肢はたくさんあり、複雑です。

「何とかしたい。でもどうすれ

ばいいか分からない」という場

合は、専門家に頼りましょう。　　

　本市では、専門家の団体と協

定を締結し、無料相談を実施し

ています。

　そのまま使う予定がないので

あれば、早めに解体（除却）して

土地としての活用を考えましょ

う。本市では空き家の除却費用

の補助をしています。また、安心

して解体事業者を選べるよう、関

係団体などと連携したサポートも

行っています。（5ページ参照）

貸したい！
　建物を相続したものの、しば

らく使う予定がない場合は賃貸

しましょう。人が使うことで、

自身の管理の手間も省けます。

貸主の都合に合わせて、使わな

い期間だけ貸し出して収益を得

ながら必要な管理を任せる「定

期借家契約」という手段もあり

ます。

売却した家にも
住めるんだ

まずは専門家に相談を
4ページへ！

建物と自分の将来を思い描きましょう
選択肢はたくさん。あなたはどうしますか？

住まずにそのまま
貸す方法があるんだね

とりあえずもっと
詳しく知りたいな

何からすれば良い？解体したい！ そのまま使いたい！
　住み続けながら家を売却する

「リースバック」や住宅を担保に

して老後資金を得る「リバース

モーゲージ」という手段があり

ます。選択肢を知り、住まいと

暮らし方の将来を思い描いて備

えましょう。選択肢を減らさな

いためにも、まずは劣化しない

よう適切に管理しましょう。

遺
のこ

したい！
　家族に遺す場合は、登記内容の

整理や家財の処分、遺言、家族信

託など、引き継いだ家族が困らない

よう備えましょう。事前に家族の意

向を聞くことも大切です。本市では、

自分の考えをまとめ、持ち家の処

分などを考えるきっかけとなる「私

と住まいのエンディングノート（ ID

1023238）」を市役所北館5階住宅
政策課などで配布しています。

要注意！ 空き家のトラブル
迷惑危険

　劣化による外壁剥離などにより、隣

家が破損したり通行者がけがをしたり

する場合があります。損害を与えると

賠償請求を受けることもあります。

　空き家であることが分かると、空き

巣や不法投棄などの犯罪に利用され

るリスクが高まります。また、草木が

生い茂り、周囲の景観を損ないます。

劣化
　建物は使うことで換気や通水など

必要な管理ができます。使わないと

カビが発生したり、外壁が剥がれた

りするなど一気に劣化が進みます。

１ ２ ３

その空き家、 
後回しにしたら負負動産に?

草木が生い茂ると、雑草の除去や害虫
駆除などに費用も掛かります

住んでいなくても、所有者には適切に
維持管理する責任があります

時間が経つとともに資産価値が下がり、
処分が難しくなりますR12R02H22
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住宅数と空き家数の推移
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世帯数は緩やかに減少傾向。
住宅のニーズが減れば、資産価値は下がります住宅数・空き家数はともに増加傾向

空き家を持っていなくても要注意！ 

無関係ではありません

地域の人でもOK ！

相続した人 住んでいる人

資産価値は下がる一方⁉

住宅数（左目盛り）

空き家数（右目盛り）

世帯数

平成30年住宅・土地統計調査 国勢調査及び兵庫県将来推計人口を元に算出

子どもの意向も聞いて
おかないといけないわ

事業者選びに不安が
ないのは助かるわ

自己負担が少なく
なるのは良いね

相談したい人

市報あまがさき 令和５（2023）年５月号３ 市報あまがさき 令和 5（2023）年５月号 ２



至
上
命
題
は
「
市
場
に
戻
す
こ
と
」

N
P
O
法
人
空
き
家
相
談
セ
ン
タ
ー
は
、平
成
27
（
２
０
１
５
）
年
に
弁
護
士
、司
法
書
士
、行
政
書
士
、

土
地
家
屋
調
査
士
を
中
心
に
立
ち
上
げ
た
団
体
で
す
。
相
談
で
き
る
内
容
は
、
空
き
家
に
な
る
前
に
取
り

組
む
べ
き
こ
と
や
、
空
き
家
を
相
続
し
た
が
何
か
ら
す
れ
ば
良
い
か
、
空
き
家
を
相
続
し
た
際
の
遺
品
の

整
理
、
隣
地
と
の
境
界
に
つ
い
て
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

私
た
ち
の
至
上
命
題
は
「
市
場
に
戻
す
こ
と
」
で
す
。
た
と
え
空
き
家
を
解
体
し
て
も
、
残
っ
た
土
地

が
売
れ
な
い
場
合
、所
有
者
の
負
担
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。こ
う
い
っ
た
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か
が
テ
ー

マ
に
な
り
ま
す
。

不
動
産
は
、
10
軒
あ
れ
ば
10
通
り
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
強
み
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
専
門

家
が
在
籍
し
て
い
る
た
め
、
相
談
者
で
は
気
付
か
な
い
問
題
や
解
決
方
法
を
提
示
し
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で

対
応
で
き
る
こ
と
で
す
。

同
セ
ン
タ
ー
で
は
専
門
家
同
士
の
情
報
連
絡
を
密
に
行
い
、
相
談
者
の
状
況
を
共
有
で
き
る
体
制
が

整
っ
て
い
る
た
め
、
例
え
ば
司
法
書
士
か
ら
土
地
家
屋
調
査
士
や
宅
建
士
、
遺
品
整
理
な
ど
の
各
専
門
家

に
引
き
継
ぐ
場
合
で
も
、
安
定
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
ま
す
。
戸
籍
や
相
続
の
ル
ー
ル
は
非
常
に
複

雑
で
、
住
宅
の
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
後
に
権
利
関
係
な
ど
を
整
理
す
る
の
は
大
変
で
す
。
所
有
者
の
希

望
通
り
に
資
産
を
引
き
継
ぐ
た
め
に
早
め
に
遺
言
書
を
作
成
す
る
の
も
一
つ
で
す
し
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

ノ
ー
ト
（
２
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
書
く
こ
と
で
も
良
い
で
す
。
と
に
か
く
早
め
に
住
宅
の
将
来
を
考
え
る
こ

と
が
大
切
で
す
ね
。

解
決
事
例
①

老
朽
化
し
た
空
き
家
が
花
屋
に

最
初
は
地
域
の
人
か
ら
、
老
朽
化
し
て
ご
み
が
不
法
投
棄
さ
れ
て

い
る
空
き
家
が
あ
る
と
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。
所
有
者
に
連
絡
を
す

る
と
、
管
理
も
活
用
も
で
き
ず
何
か
ら
手
を
付
け
た
ら
良
い
か
分
か

ら
ず
困
っ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
一
緒
に
現
地
に
行
き
ま

し
た
。
玄
関
の
ガ
ラ
ス
が
割
れ
、
雨
漏
り
も
し
て
い
て
住
め
る
状
態

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

建
物
に
必
要
な
管
理
の
大
部
分
は
、
人
が
使
う
こ
と
で
自
然
と
行

わ
れ
ま
す
。
誰
か
が
使
用
す
る
状
況
を
つ
く
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、

こ
の
住
宅
は
お
風
呂
が
無
か
っ
た
の
で
居
住
用
と
し
て
利
活
用
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま

し
た
。
借
り
手
を
探
し
て
み
る
と
D
I
Y
を
し
て
店
舗
に
し
た
い
と
い
う
人
が
お
り
、
日
常
の
管
理

も
行
う
と
い
う
条
件
で
、
借
り
手
が
D
I
Y
で
改
修
し
ま
し
た
。

改
修
の
際
は
畳
を
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
張
り
替
え
、
押
し
入
れ
を
陳

列
棚
に
改
修
す
る
と
い
う
工
夫
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
安
全
面
を

考
え
、
壁
の
補
強
な
ど
も
行
い
ま
し
た
。
一
般
的
に
は
居
住
用
と

し
て
ど
う
活
用
す
る
か
を
考
え
る
と
思
い
ま
す
が
、
住
宅
を
店
舗

と
し
て
利
活
用
す
る
の
も
解
決
方
法
の
一
つ
で
す
ね
。

解
決
事
例
②

あ
る
一
軒
家
の
相
続
人
は
約
　
人
！

あ
る
一
軒
家
の
隣
家
か
ら「
建
物
が
寄
り
掛
か
っ
て
き
て
い
る
」

と
尼
崎
市
に
相
談
が
あ
っ
た
物
件
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
登
記
簿
な
ど
を
取
得
し
所
有
者
を
調
べ
て
い
く
と
、
そ
の
一

軒
家
に
は
二
つ
の
親
族
が
関
わ
っ
て
お
り
、
30
人
近
い
相
続
人
が

い
る
こ
と
が
発
覚
し
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
相
続
人
が
い
る

と
、自
分
が
相
続
人
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
な
い
人
が
多
い
で
す
。　
　

い
き
な
り
「
遠
い
親
戚
が
所
有
し
て
い
た
家
の
相
続
人
の
一
人

で
す
」
と
言
わ
れ
て
も
、「
誰
そ
れ
？
」
と
な
る
の
が
当
た
り
前

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
大
変
だ
っ
た
こ
と
は
、
相
続
人

の
確
定
な
ど
の
権
利
調
整
で
す
。
相
続
登
記
を
し
な
い
ま
ま
新
た

な
相
続
が
発
生
し
、
相
続
人
が
増
え
た
こ
と
で
相
続
人
同
士
が
連

絡
を
取
る
こ
と
が
困
難
で
し
た
。
最
終
的
に
は
全
員
の
協
力
を
得

て
、空
き
家
を
除
却
し
土
地
を
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、

親
族
を
困
ら
せ
な
い
た
め
に
も
、
相
続
登
記
を
し
っ
か
り
と
し
て

ほ
し
い
で
す
ね
。

令
和
６
（
２
０
２
４
）

年
４
月
か
ら
は
相
続
登

記
が
義
務
化
さ
れ
、
令

和
６
年
以
前
に
取
得
し

た
土
地
・
建
物
に
も
適

用
さ
れ
ま
す
。
ま
ず
は

専
門
家
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

NPO 法人空き家相談センター

☎ 0797 ー 81 ー 3236
■FAX  0797  ー  61  ー  5116  

空き家・建築物に関する支援制度　

①老朽空家に係る除却費補助　 ID 1024802
　不良度の高い空き家を除却する費用の一部の補助を。補助額は除却費
用の２分の１。上限額は 1 戸当たり 30 万円。複数戸除却する場合は上
限 90 万円。選考あり。■対▷令和３（2021）年４月１日時点で２年以上
の空き家▷耐震性能がない──などの空き家の所有者。

②特殊空家に係る除却費補助　 ID 1024803
　補助額は対象工事費の 3 分の 2。上限額は 1 戸当たり 50 万円。
複数戸除却する場合は上限 150 万円。■対▷他人が所有する土地にあ
る長屋住宅の所有者▷接道不良の土地にある住宅の所有者か土地所
有者──などの要件を満たす人。

③AIによる解体費用シミュレーターと、一括見積もりサービス　
ID 1024901
　無料で、インターネットで解体費用の概算と一括見積もりサービスを。
同概算と合わせて最大 6 つの事業者に一括見積もりが可能。

④空家改修費補助　 ID 1024804
　補助額は対象工事費の 3 分の 2。上限額は 1 戸当たり 100 万円、
長屋・共同住宅の場合は 1 棟当たり 200 万円。■対【自己居住型】築
20 年以上で 2 年以上（接道要件を満たしていない場合は 3 カ月以上）
使用していない空き家を居住用に改修する個人の所有者か借り主【事
業者型】接道要件を満たしておらず、3 カ月以上使用していない空

き家を賃貸用に改修する所有者（法人も可）。ほかにも要件あり。

⑤子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助　
ID 1011583
　子育てファミリー世帯などが市内に自己居住用の一戸建て空き家を取
得し、改修を行う場合、費用の一部を補助します。
◆補助対象住宅　▷市内にある▷耐震性能を有する▷延べ面積が 80

㎡以上（多世帯の場合は 125㎡以上）▷竣工後 5 年以上経過している▷
居住者がいない期間が申請日より以前に３カ月以上ある──などの要件
を満たす住宅。
◆補助額　対象工事費の２分の１。限度額は 50 万円。ほかに加算要

件あり。■対▷ 17 歳以下の子がいる▷妊婦がいる▷配偶者を得た日の翌
日から 5 年以内で、夫婦の年齢の合計が 79 歳以下──のいずれかに当
てはまる世帯。　

いずれも■申①６月１日〜 30 日②④⑤ 12 月 28 日まで──に所定の
用紙などを郵送か直接市役所北館５階住宅政策課。契約・工事前に申請
が必要。予算額に達し次第終了。

空き家バンク　 ID 1010730
　空き家・空き地の売却・賃貸を考える所有者の物件情報を公開し、利
用したい人とのマッチングを。■対▷空き家・空き地の所有者である▷媒介・
代理契約を締結し、重要な事項の説明書を作成している▷建物がある場
合は建物状況調査の実施に同意する──などの要件を満たす人。　
　ほかにもさまざまな支援制度があります（ ID 1021364）。

私たちにお任せ！ 空き家 解決プロ集団

NPO法人空き家相談センター
菅原 香織さん

NPO法人空き家相談センター
善見 育弘さん

30

■問住宅政策課〒660−8501【住所不要】☎6489−6139■FAX 6489−6597

具体的な相談で
なくても大丈夫！

空き家問題をワンストップで解決することを目指す
同センターで活躍しているお二人に聞きました

Before

After Before After

NPO法人空き家相談センター

無料相
談が

できる
のは助

かるな

■問
＝
問
い
合
わ
せ
先 

■申
＝
申
し
込
み 

■対
＝
対
象
者 

■¥
＝
費
用 

■先
＝
先
着
順
で
受
け
付
け
る
定
員 

■抽
＝
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
す
る
定
員 

■休
＝
休
館
・
休
園
日 

♥
＝
託
児
、
手
話
通
訳
な
ど
あ
り
。
料
金
表
示
の
な
い
も
の
は
無
料
で
す
（
有
料
広
告
を
除
く
）

平日午前９時〜午後５時

除却

改修 売却・賃貸

市報あまがさき 令和５（2023）年５月号５ 市報あまがさき 令和５（2023）年５月号 ４


	ama01　HP.pdf
	ama02_05　HP.pdf

